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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第２四半期
連結累計期間

第61期
第２四半期
連結累計期間

第60期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 87,028 112,737 204,053

経常利益 (百万円) 2,917 6,063 10,156

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,692 3,794 6,358

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,038 2,834 7,999

純資産額 (百万円) 54,390 62,392 60,663

総資産額 (百万円) 100,847 114,344 116,242

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 51.53 115.56 193.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.6 50.6 48.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,367 3,723 8,409

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,264 △3,406 △5,220

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △706 △1,407 △1,957

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 21,962 26,789 28,234

　

回次
第60期

第２四半期
連結会計期間

第61期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 34.00 41.85

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。
　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等に支えられ、緩やかな回復基調

にありますが、長引く円高の影響が懸念されております。また、海外におきましては、米国経済は回復基調にあります

が、中国経済の減速感は否めず、欧州債務問題も依然として懸念されており、全体として先行き不透明な状況が続いて

おります。

当社グループの関連する自動車業界におきましては、国内外共におおむね堅調に推移しておりますが、国内ではエ

コカー補助金終了後の反動や円高の長期化による輸出減少が懸念され、更に、海外では中国における新車販売の減少

等、予断を許さない状況にあります。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、震災影響の解消やエコカー補助金の再開

により顧客である自動車メーカー各社からの受注が回復したことから、売上高は1,127億3千7百万円と前年同四半期

に比べ257億9百万円（29.5％）の増収となりました。その結果、営業利益は48億2千2百万円（前年同四半期比171.3％

増）、経常利益は60億6千3百万円（前年同四半期比107.8％増）、四半期純利益は37億9千4百万円（前年同四半期比

124.3％増）となりました。
　

  セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日    本

自動車メーカー各社からの受注回復により、売上高は615億2千1百万円（前年同四半期比42.3％増）、営業

利益は19億4千2百万円（前年同四半期は営業損失4億7千7百万円）となりました。
　

②米    国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は197億4千9百万円（前年同四半期比

31.6％増）、営業利益は6億5千7百万円（前年同四半期比24.4％増）となりました。
　

③カ ナ ダ

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は69億7千4百万円（前年同四半期比

61.7％増）、営業利益は4億6千4百万円（前年同四半期比325.3％増）となりました。
　

④メキシコ

新規車種の生産台数の増加等により、売上高は130億3百万円（前年同四半期比10.8％増）、営業利益は3億1

千9百万円（前年同四半期比76.0％増）となりました。
　

⑤フランス

部品販売の減少や為替変動の影響により、売上高は4億7千9百万円（前年同四半期比50.1％減）、営業損失

は4千7百万円（前年同四半期は営業利益5千2百万円）となりました。
　

⑥中    国

売上高は110億8百万円（前年同四半期比6.5％減）となりましたが、車種構成の変動や日本向け縫製部品の

グループ間販売の増加により、営業利益は15億5千3百万円（前年同四半期比8.9％増）となりました。
　

⑦そ の 他

当第２四半期連結累計期間よりタチエス(THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めております。当連結累計

期間の業績は、自動車座席部品の生産立ち上げに向け準備を進めていることから、費用のみ発生し、営業損失4

千5百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、1,143億4千4百万円と前連結会計年度末に比べ18億9千7百万円減少し

ております。これは主に、設備投資等により有形固定資産が5億6千万円増加したものの、受取手形及び売掛金が24億6

千4百万円減少したことによるものであります。

  負債合計は、支払手形及び買掛金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ36億2千6百万円減少し519億5千

2百万円となりました。

  純資産合計は、623億9千2百万円と前連結会計年度末に比べ17億2千8百万円増加しました。これは主に、その他有価

証券評価差額金が8億6千8百万円、為替換算調整勘定が8億9千8百万円それぞれ減少したものの、四半期純利益の計上

等により株主資本が35億8千7百万円増加したことによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、267億8千9百万円と前連

結会計年度末に比べ14億4千4百万円減少しました。
　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、37億2千3百万円であり、前年同四半期と比べ60億9千万円の増加となりました。

これは主に、仕入債務の増減額が9億3千万円の資金増加から29億6千万円の資金減少に転じたものの、売上債権の

増減額が53億4百万円の資金減少から17億8千8百万円の資金増加に転じたことに加え、税金等調整前四半期純利益

が前年同四半期と比べ31億2千2百万円増加したことによるものであります。
　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、34億6百万円であり、前年同四半期と比べ21億4千2百万円増加しました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出が19億3千万円増加したことによるものであります。
　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、14億7百万円であり、前年同四半期と比べ7億円増加しました。これは主に、少数

株主への配当金の支払額が前年同四半期と比べ7億4百万円増加したことによるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

①基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要で

あると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意

思に基づいて行われるべきものと考えております。

  もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に

資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行為の目的が当

社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実上強要する恐れの

あるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を

与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定されます。

  当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置をと

ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的内容の

  概要

当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引きいただいております。

このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。国内における自動車メーカーと自動

車シートメーカーとの取引関係は特定されているのが一般的であり、当社は極めてユニークな存在であります。今後

とも、このビジネスの強みを安定的に維持、発展していくためには当社の独自性に基づく自主自立の企業環境を継続

していくことが前提となります。
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当社が関連する自動車業界におきましては、一段と成熟化が進み、今後国内での生産量の増加は期待できない大変

厳しい状況にあります。こうした環境の中、得意先自動車メーカー各社は生き残りを賭けた新たな中長期の成長戦略

を掲げ、グローバルで活動を推進しており、当社もこの新戦略の流れ、とりわけ新興国を中心とした事業展開に挑戦す

ることが、生き残りをかけた正念場であると認識しております。そこで当社は、平成28年度を到達年度とする次期ビ

ジョン『Global Challenge １７７（以下『ＧＣ１７７』という。）』を新たに定め、「品質No.１」「営業利益率

７％」「世界生産シェア７％」の３つの長期目標を掲げ、グローバルで生き残る競争力のある事業体質を目指してま

いります。なお、平成21年度より活動してまいりました『Challenge１５』の目標は、『ＧＣ１７７』の活動の中で早

期に達成してまいります。

具体的な方策につきましては、下記６つの重要戦略に則って実施してまいります。

＜グローバル事業戦略＞

得意先戦略に挑戦し、コスト・商品技術力において競争力あるグローバル事業戦略を立案し、受注を拡大してい

きます。また、海外統括機能を強化するため、本社と各拠点の役割を明確化し、体制の整備とグローバル人材の育成

を進めてまいります。

＜開発戦略＞

グローバル開発４極体制を確立したことに伴い、競争力ある固有・基盤技術、魅力ある商品化技術（コア技術の

開発）をさらに充実させると共に、各得意先のグローバル開発に対応するため、海外各拠点の開発体制を拡充して

まいります。

＜モノづくり戦略＞

新たに開設した「技術・モノづくりセンター」を基盤として、固有技術の強化と人材育成を図り、モノづくりの

標準化をさらに充実させ、海外各拠点へ展開してまいります。また、国内外各拠点において生産拠点の最適化を進

めてまいります。

＜調達戦略＞

地域統括会社との連携を図り、グローバル本社機能と海外各拠点の調達機能を強化し、グローバルで最適なサプ

ライヤーを発掘すると共に、サプライチェーンを強化し、コスト競争力を強めてまいります。

＜品質保証戦略＞

グローバル品質保証体制を拡充し、ラグジュアリーブランド品質の確立を実現し、得意先品質目標の達成と品質

No.１を目指してまいります。

＜事業構造改革戦略＞

国内外事業の最適化を進め、中国浙江省に新設したフレーム会社をはじめとしてグローバルでのシート部品ビ

ジネス体制の強化と拡大を図ってまいります。また、グローバル対応力を強化・充実させるため、人材の育成や経

営管理システムの構築を進めてまいります。

当社は、これらの重要戦略を実現するための諸施策を着実に実行することにより、グローバル・シート・システ

ム・クリエーターとしての基盤を強化し、世界で存在感ある企業を目指していきたいと考えております。

　

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

  組みの具体的内容の概要

当社は、平成24年６月27日に開催された第60回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対

応策（買収防衛策）継続の件」（以下「本プラン」といいます。）をご承認いただいております。本プランは、当社株

式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様において買収提案等

に応じるか否かについての適切な判断を行うために必要かつ十分な情報及び時間を確保すること、当社取締役会等に

おいて大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保すること、並びに、当社の企業価値・株主共同の利益

を損なうと認められる大規模買付行為に対する対抗措置を予め明らかにすることにより、当社の企業価値・株主共同

の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して警告を行うことを目的としております。

本プランの対象となる大規模買付行為は、以下の1）又は2）に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する

行為となります。

1）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

2）当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株

     式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

なお、本プランにおける対抗措置の具体的な内容としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しておりま

す。

　

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

 5/22



　
④取組みに対する当社取締役会の判断及び理由

当社取締役会は、以下の理由から本プランが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではない

こと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

1）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」において示された三原則である「企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性確保の原則」の全てを充足しています。

また、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」の内容にも準じております。

2）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為がなされようとする際に、当該大規模買付行為に応じるべ

きか否かを株主の皆様がご判断され、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報を提供す

ると共に、妥当な期間を確保し、株主の皆様のために当社取締役会が買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるもので

す。

3）株主の皆様の意思を重視するものであること

本プランは、買付者等が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合に特別委員会が対抗

措置の発動を勧告する場合及び特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規

模買付行為に対する対抗措置発動の是非につき、株主総会において株主の皆様の意思を直接確認するもので

す。

また、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は

廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。このよう

に、本プランの導入、変更及び廃止に関して、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みを確保しています。

4）独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示

当社は、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の

判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置します。特別委員会は、当社

の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び当社社外監査役を含む社外有識者の中から当

社取締役会により選任された者により構成されます。また、当社は、必要に応じ特別委員会の判断の概要につ

いて株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プ

ランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

5）合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取

締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

6）デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができ

るものとしています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代さ

せても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期が現在１年のため、

本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止す

るのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

（http://www.tachi-s.co.jp/uploads/pdfs/newsrelease_1/20120510_tachi-s.pdf）

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は16億1千万円であります。

　

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

 6/22



　
(6) 主要な設備

①新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとお

りであります。

ａ 新設

会社名 事業所名
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着工年月 完成予定年月

完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

タチエス(THAI

LAND)CO.,LTD.
本社工場 そ の 他

自動車座席部
品の製造設備

250 0 自己資金 平成24年８月 平成24年12月 ―

(注)  完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。

　
②前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変更

があったものは、次のとおりであります。

会社名 事業所名
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着工年月 完成予定年月

完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

インダストリア
デ アシエント 
スペリオルS.A.
DE C.V.

本社工場他 メキシコ
自動車座席の
製造設備

1,328 211
自己資金
借入金

平成24年１月 平成24年12月 ―

(注)  完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,022,846 35,022,846
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 35,022,846 35,022,846 ― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年９月30日 ― 35,022 ― 8,145 ― 7,697
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(6) 【大株主の状況】

   平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ジョンソンコントロールズ株式会社
東京都渋谷区笹塚１丁目50番１号
笹塚NAビル

1,800,0005.14

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,743,3004.98

日野自動車株式会社 東京都日野市日野台３丁目１番地１ 1,521,0004.34

株式会社齊藤 東京都昭島市拝島町４丁目17番３号 1,514,5004.32

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,373,3003.92

タチエス取引先持株会 東京都青梅市末広町１丁目３番１号 1,086,4503.10

齊藤  静 東京都武蔵野市 1,046,0672.99

河西工業株式会社 神奈川県高座郡寒川町宮山3316 905,800 2.59

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT
- TREATY CLIENTS
（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW
2000AUSTRALIA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

759,100 2.17

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 750,000 2.14

計 ― 12,499,51735.69

（注）１  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）     1,501,000株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,360,900株

２  上記のほか、自己株式が 2,183,024株あります。

３  シュローダー証券投信投資顧問株式会社より、大量保有報告書の変更報告書の提出があり（報告義務発生

日 平成18年12月31日）、次のとおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期

間末現在における実質保有株式数の確認ができないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

シュローダー証券
投信投資顧問株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目11番地１号 1,097,340 3.13

４  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成22

年5月10日）、次のとおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在に

おける実質保有株式数の確認ができないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,570,200 4.48

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 163,700 0.47

三菱ＵＦＪアセット・マネジ
メント(UK)(Mitsubishi UFJ
Asset Management(UK) Ltd.)

12-15Finsbury Circus，London，EC2M
7BT，United Kingdom

73,100 0.21

合計 ― 1,807,000 5.16
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式  2,183,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 32,801,000 328,010 ―

単元未満株式 普通株式     38,846 ― ―

発行済株式総数    35,022,846 ― ―

総株主の議決権 ― 328,010 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式 24株が含まれております。 

　

② 【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

株式会社タチエス
東京都昭島市
松原町三丁目３番７号

2,183,000― 2,183,0006.23

計 ― 2,183,000― 2,183,0006.23

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日から平成24

年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,638 26,691

受取手形及び売掛金 ※1
 35,178

※1
 32,713

有価証券 225 218

商品及び製品 1,298 1,137

仕掛品 403 734

原材料及び貯蔵品 4,340 5,048

その他 4,493 3,379

貸倒引当金 － △53

流動資産合計 72,578 69,870

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,857 9,552

機械装置及び運搬具（純額） 4,994 5,088

その他（純額） 9,167 7,940

有形固定資産合計 22,019 22,580

無形固定資産 427 390

投資その他の資産

投資有価証券 17,573 17,274

その他 3,653 4,238

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 21,217 21,503

固定資産合計 43,664 44,474

資産合計 116,242 114,344
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 37,467

※1
 34,341

短期借入金 1,986 2,004

未払法人税等 953 911

その他 ※1
 8,475

※1
 8,269

流動負債合計 48,882 45,526

固定負債

長期借入金 1,582 1,500

退職給付引当金 1,989 1,963

役員退職慰労引当金 11 13

その他 3,113 2,948

固定負債合計 6,696 6,425

負債合計 55,579 51,952

純資産の部

株主資本

資本金 8,145 8,145

資本剰余金 7,836 7,836

利益剰余金 45,627 49,215

自己株式 △1,960 △1,961

株主資本合計 59,649 63,236

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,646 778

為替換算調整勘定 △5,302 △6,201

その他の包括利益累計額合計 △3,656 △5,423

少数株主持分 4,670 4,578

純資産合計 60,663 62,392

負債純資産合計 116,242 114,344
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 87,028 112,737

売上原価 80,459 102,169

売上総利益 6,568 10,568

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 1,152 1,272

発送運賃 865 1,084

その他 2,773 3,389

販売費及び一般管理費合計 4,791 5,745

営業利益 1,777 4,822

営業外収益

受取利息 70 86

受取配当金 63 138

負ののれん償却額 1 －

持分法による投資利益 1,337 1,295

雑収入 89 43

営業外収益合計 1,562 1,564

営業外費用

支払利息 76 67

為替差損 343 254

雑支出 3 1

営業外費用合計 423 323

経常利益 2,917 6,063

特別利益

固定資産売却益 27 0

特別利益合計 27 0

特別損失

固定資産処分損 37 34

特別損失合計 37 34

税金等調整前四半期純利益 2,906 6,029

法人税、住民税及び事業税 678 1,291

法人税等調整額 △235 11

法人税等合計 442 1,302

少数株主損益調整前四半期純利益 2,463 4,726

少数株主利益 771 931

四半期純利益 1,692 3,794
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,463 4,726

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △257 △868

為替換算調整勘定 △1,200 △622

持分法適用会社に対する持分相当額 33 △401

その他の包括利益合計 △1,425 △1,892

四半期包括利益 1,038 2,834

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 253 2,027

少数株主に係る四半期包括利益 784 806
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,906 6,029

減価償却費 1,395 1,401

負ののれん償却額 △1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 53

受取利息及び受取配当金 △134 △225

支払利息 76 67

持分法による投資損益（△は益） △1,337 △1,295

固定資産処分損益（△は益） 10 33

売上債権の増減額（△は増加） △5,304 1,788

たな卸資産の増減額（△は増加） 363 △900

仕入債務の増減額（△は減少） 930 △2,960

その他 △292 203

小計 △1,387 4,195

利息及び配当金の受取額 425 635

利息の支払額 △54 △49

法人税等の支払額 △1,351 △1,058

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,367 3,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） 62 △0

有形固定資産の取得による支出 △715 △2,646

有形固定資産の売却による収入 80 4

投資有価証券の取得による支出 △14 △16

子会社株式の取得による支出 △637 △672

子会社出資金の取得による支出 △131 △54

その他 92 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,264 △3,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △41 50

長期借入金の返済による支出 △79 △78

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △193 △898

配当金の支払額 △197 △262

その他 △194 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー △706 △1,407

現金及び現金同等物に係る換算差額 △913 △451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,252 △1,542

現金及び現金同等物の期首残高 27,214 28,234

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 98

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 21,962

※1
 26,789
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

（連結の範囲の重要な変更）

当第２四半期連結会計期間より、重要性が増したタチエス(THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めております。

　
【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ40百万円増加しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第２

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計

期間末残高に含まれております。
　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 21百万円 23百万円

支払手形 106百万円 106百万円

流動負債その他
(設備関係支払手形)

23百万円 62百万円

　
  ２  保証債務

関係会社等の金融機関からの借入に対する債務保証額は次のとおりであります。　
　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

浙江富昌泰汽車零部件有限公司
―百万円 6百万円

[    ―千RMB] [   570千RMB]

計 ―百万円 6百万円

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係　
　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 21,862百万円 26,691百万円

有価証券 216百万円 218百万円

計 22,079百万円 26,910百万円

取得日から償還日までが３ヶ月を
超える短期投資等

△117百万円 △120百万円

現金及び現金同等物 21,962百万円 26,789百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成23年６月24日
 定時株主総会

普通株式 197 6平成23年３月31日平成23年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成23年10月28日
 取締役会

普通株式 197 6平成23年９月30日平成23年12月１日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成24年６月27日
 定時株主総会

普通株式 262 8平成24年３月31日平成24年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成24年10月26日
 取締役会

普通株式 229 7平成24年９月30日平成24年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日本 米国 カナダ メキシコ フランス 中国 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客
への売上高

43,23315,0074,31311,732 962 11,77987,028 ― 87,028

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,022 214 0 374 1 2,2144,828△4,828 ―

計 45,25615,2224,31312,107 963 13,99491,856△4,82887,028

セグメント利益
又は損失(△)

△477 528 109 181 52 1,4261,820 △43 1,777

(注)  １  セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日本 米国 カナダ メキシコ フランス 中国 その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客
への売上高

61,52119,7496,97413,00347911,008 ― 112,737― 112,737

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,538 331 0 396 22 3,558 ― 5,847△5,847 ―

計 63,06020,0806,97413,40050214,567 ― 118,585△5,847112,737

セグメント利益
又は損失(△)

1,942 657 464 319 △47 1,553△45 4,844△22 4,822

(注)  １  セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２．報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの追加)

連結の範囲の重要な変更に記載のとおり、当第２四半期連結累計期間より、当社子会社であるタチエス

(THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメント「その他」を新たに追加しております。

　

(減価償却方法の変更)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四

半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益が40百万

円増加しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 51円53銭 115円56銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,692 3,794

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,692 3,794

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,840 32,840

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

平成24年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　
① 配当金の総額 229百万円

② １株当たりの金額 7円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年12月３日

(注)  平成24年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行いま

す。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成24年11月12日

　

 

株式会社タチエス

取  締  役  会  御  中

　

 

あ ら た 監 査 法 人
　

指   定   社   員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士  加  藤  達  也

　
指   定   社   員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士  椎  野  泰  輔

　

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエス

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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